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（別紙） 
第１回⿂町 Paycha 発⾏要綱 

 
第１回⿂町 Paycha 発⾏要綱（以下、「発⾏要綱」という。）の制定及び履⾏に関して、⿂町銀天街プレ

ミアム付電⼦商品券第１回⿂町 Paycha（以下、「商品券」という。）の発⾏者である⿂町商店街振興組
（以下、「発⾏者」という。）と商品券を保有する者及び保有を希望する者（以下、「利⽤者」という。）、
商品券を取り扱う店舗及び取り扱いを希望する店舗（以下、「取扱店」という。）との間で⽤いる⾔語は、
⽇本語とします。 

商品券は、発⾏者が以下に定める発⾏要綱に基づき、Paycha アプリ（以下、「アプリ」という。）を通
じて発⾏するものです。 

アプリ及びアプリを通じて発⾏する商品券の利⽤については、Paycha アプリ利⽤規約（利⽤者の責任
に関する細則、禁⽌する決済に関する細則を含む。以下、「利⽤規約」という。）によるものとします。 

発⾏要綱に定めのない事項については、利⽤規約の定めによるものとします。 
 
第１条 商品券の定義 
項番 項⽬ 内容 

１ 商品券 第１回⿂町 Paycha（ペイチャ） 

２ 発⾏者 ⿂町商店街振興組合 

３ プレミアム率 ２０％ 

４ 販売予定額 １２，０００，０００円 

５ 発⾏予定額 １４，４００，０００円（プレミアム率を付与した額） 

６ 申込可能額 ⼀⼈当たり 50,000 円まで（申込み単位 10,000 円/1 ⼝単位） 

７ 利⽤可能額 10,000 円チャージで 12,000 円分（プレミアム率を付与した額） 

８ 取扱店 ⿂町銀天街の第１回⿂町 Paycha 対象店舗のみ 

９ 利⽤者 アプリを操作して商品券を利⽤できる 18 歳以上の個⼈ 

１０ 販売⽅法 抽選販売 

１１ 申込み⽅法 アプリより申込み 

１２ 抽選申込期間 令和６年９⽉６⽇（⾦）10:00 〜 令和６年９⽉１２⽇（⽊）23:59 

１３ 抽選結果発表 令和６年９⽉２４⽇（⽕）10:00 アプリで発表 

１４ 購⼊⽅法 コンビニエンスストアで現⾦チャージ 

１５ チャージ期間 令和６年９⽉２４⽇（⽕）10:00 〜 令和６年９⽉３０⽇（⽉）23:59 

１６ 有効期間 令和６年１０⽉１⽇（⽕）10:00 〜 令和 6 年１２⽉２５⽇（⽔）23:59 

１７ 有効期限 有効期間が終了する⽇時 

１８ コールセンター 0120-376-256 窓⼝ 9:00〜19:00 令和７年１⽉３１⽇（⾦）まで 

１９ 公式ウェブサイト https://www.kitakyushucci-premium.jp/ 
  



2 

第２条 同意事項 
１ 商品券における利⽤者の同意事項は以下とします。 

（１）Paycha アプリ利⽤規約に同意します。 
（２）利⽤者の責任に関する細則に同意します。 
（３）禁⽌する決済に関する細則に同意します。 
（４）第１回⿂町 Paycha 発⾏要綱に同意します。 
（５）第１回⿂町 Paycha の利⽤は⿂町銀天街の対象店舗に限定されることに同意します。 

２ 商品券における取扱店の同意事項は以下とします。 
（１）第１回⿂町 Paycha 取扱店規約に同意します。 
（２）第１回⿂町 Paycha 発⾏要綱に同意します。 
（３）利⽤者の責任に関する細則に同意します。 
（４）禁⽌する決済に関する細則に同意します。 
（５）北九州商⼯会議所が発⾏する第７回 Paycha の取扱店に登録することに同意します。 

 
第３条 広報 

商品券にかかる広報は、アプリによるお知らせ、公式ウェブサイトへの掲載、その他発⾏者が適切と
判断する⽅法により⾏います。 

 
第４条 販売⽅法 

商品券は、原則として抽選により利⽤者を決定して販売します。なお、販売予定額に達しなかった場
合は、発⾏者が適切と判断する⽅法により利⽤者を決定し販売します。 

 
第５条 発⾏要綱の改定 

１ 発⾏者は、その合理的な裁量により、いつでも発⾏要綱を改定できるものとします。 
２ 改定された発⾏要綱は、特別な記載がある場合を除きかかる改定⽇より有効とします。 

 
第６条 免責 

 発⾏者は、天災地変、公衆衛⽣上の地域における疾病の蔓延、戦争・内乱・暴動、社会情勢の変化、通
信回線若しくはコンピューター、通信機器等の障害、その他事務局の責に帰することのできない不可抗
⼒、技術上⼜は営業上の判断等の理由により、商品券の発⾏及び管理に関する業務の全部⼜は⼀部を休
⽌⼜は停⽌、終了、制限する場合があることを利⽤者はあらかじめ承諾するものとします。また、この
場合において、利⽤者に逸失利益を含む損害が発⽣しても、発⾏者はその損害に対する措置や賠償責任
は負いません。 

 
施⾏⽇  令和６年８⽉１⽇ 

 
 


